
 

 

 

 

千葉市は、職員自らの脱炭素社会実現に向けた率先行動（以下、ゼロカーボンアクション）

を促すため、「千葉市ゼロカーボンアクション推進方針」を策定しましたので、お知らせし

ます。 

 

１ 趣旨 

脱炭素社会の実現に向け、市民・事業者の模範となるよう職員自らのゼロカーボンアク

ションの実践を促進するため、「千葉市ゼロカーボンアクション推進方針」を策定し、取

組みを進めていくこととしました。 

 

２ 推進方針の概要 

（１）主な内容 

ア 職員は、オフィスや家庭におけるゼロカーボンアクションの実践に努めることとし、

各自の状況に合わせて、取り組むゼロカーボンアクションを選択し、目標設定を行う

ものとする。目標は「１人１年間で１０kg-CO2 以上」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

イ ゼロカーボンアクションによる CO2 削減効果を可視化し、職員の目標設定および達

成状況の進捗管理を行うとともに、ゼロカーボンアクションの意識醸成と実践に向け

た後押しに努める。 

ウ 推進方針およびゼロカーボンアクションを普及・促進するための環境づくりに努め

るとともに、これら取り組みについて市内事業者・団体等への普及を目指す。 

 

（２）施行日 

   令和６年４月１日 

 

３ 添付資料 

  千葉市ゼロカーボンアクション推進方針 

   

 

 
令和６年３月２８日 
環境局環境保全部 
脱炭素推進課 
電話 ２４５－５２６３ 

   

 

「千葉市ゼロカーボンアクション推進方針」を策定しました 

～身近なところから、今はじめよう～ 
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